
 

 利用希望日 受付期間 

学校・青少年団体 令和 9年度 令和 8年 2月 1日から 4月 30日まで 

 利用希望日 受付期間 

学校・青少年団体 
令和 9年度 令和 8年 7月 1日から利用日の 2週間前まで 

令和 8年度 利用日の 2週間前まで 

宿泊利用の 

家族・10人未満のグループ 
令和 8年度 利用日の 2か月前間から 2週間前まで 

日帰り利用の団体 令和 8年度 利用日の 1か月前間から利用当日まで 

１ 利用について 

国立三瓶青少年交流の家は、大山隠岐国立公園の三瓶山北の原に位置し、周辺の広葉樹林からはグリーンシャワーを浴びることの

できる豊かな自然環境の中にあります。自然体験や集団宿泊体験などの体験活動や研修活動を通して、青少年の健全育成を

図ることを目的とした国立の青少年教育施設です。 

 このため、利用に当たっては、団体ごとに研修目的に応じた具体的な活動計画を作成し、標準生活時間に基づいた活動を

していただきます。 

 また、社会性・公共性育成のため、食事の配膳・片付け・寝具の準備・返却、宿泊室や活動場所の掃除等は利用者の

皆さんで行っていただくなど、一般のホテルや旅館とは異なる青少年教育施設であることをご理解願います。 

１  利用できる団体・個人

（1）成人（18歳以上）の引率責任者を定め、あらかじめ具体的な活動計画がある 

.下記の団体（2人以上）であれば、どなたでも利用いただけます。 

○ 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、専修学校等の学校団体 

○ 子ども会、部活動、スポーツ少年団、ボーイスカウト、ガールスカウト等の青少年団体 

○ PTA、公民館、青年団、婦人会、敬老会等の地域活動団体 

○ 官公庁、企業、スポーツ（体育）協会、協議会、NPO等の法人団体 

○ 幼稚園、保育所等の幼児教育団体 

○ 学習塾、適応指導教室等の教育支援団体 

○ ファミリー、グループ、各種サークル 

※1人で利用できるのは、次の場合です。 

○ 事前打合せや下見等の事前準備活動 

○ 社会教育実習やインターンシップ等の研修活動 

○ 官公庁・企業等の公益性のある調査研究活動 

○ 当施設が主催・共催する事業等への参加 

２  禁止している事項

（1）特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治的活動 

（2）特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他の宗教的活動 

（3）その他、他団体に迷惑を及ぼす行為 

３  利用申込み受付期間

４  利用できない日

（1）年末年始（12月 28日～1月４日までの間） 

（2）休館日や整備点検日など、ご利用いただけない日がございます。 

具体的な日程については、ホームページの「空室状況」欄をご確認ください。 

※令和 8年度は１２月から 2月まで休館日となります。 2 

（1）一般予約 

（2）先行予約 

〈先行予約対象〉 ○ 学校の教育課程による宿泊を伴う利用 

○ 地方公共団体その他の公的機関の主催事業による宿泊を伴う利用 

○ その他５０人以上の団体の宿泊を伴う利用 


